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①多くの施設において屋内が原則禁煙に
◎学校・児童福祉施設・病院・診療所・行政機関の庁舎
　等は、2019年7月1日から「敷地内禁煙」です。
※屋外に一定の要件を備えた喫煙場所を設置するこ
　とは可能です。
◎飲食店、オフィス、事業所等（事務所、ホテル、旅館
　等）その他すべての施設は、2020年4月1日から「原
　則屋内禁煙」です。
※屋内に一定の要件を備えた喫煙専用室、加熱式た
　ばこ専用喫煙室の設置は可能です。
②20歳未満の方は、喫煙エリアへ立入禁止に
◎子どもなど20歳未満の方、患者等は受動喫煙によ
　る健康影響が大きいことを考慮して、受動喫煙対策
　を一層徹底します。

◎20歳未満の方は、従業員であっても喫煙エリアに立
　ち入ることはできません。
③屋内での喫煙には、喫煙室の設置が必要に
◎「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設
　ごとに対策を講じる必要があります。
④喫煙室には標識表示が義務付けに
◎施設に喫煙室がある場合、標識の掲示が義務付けら
　れます。
⑤違反時の罰則等の適用
◎義務違反時には、指導・命令・罰則などが適用され
　ることがあります。

問合 健康推進課　☎35-3160

なくそう！望まない受動喫煙 ～マナーからルールへ～
　2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行されます。
この改正により、多くの人が利用する全ての施設において、原則屋内禁煙となります。

新火葬場候補地の答申が
ありました

　新火葬場建設検討委員会における検討の
結果、6月3日㈪に片

かた

山
やま

幸
ゆき

士
お

委員長から市長
に対し、候補地の答申がありました。
　答申では、次のとおり3件の候補地につい
て順位付けが行われています。

新火葬場候補地（答申内容）
市民説明会
　検討委員会の答申内容について説明会を
開催します。
※申込不要、直接ご来場ください。
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受章おめでとうございます。
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問
合

第1位 丹生川町大萱129番地1ほか

第2位 清見町牧ケ洞4418番地4ほか

第3位 新宮町3888番地1ほか

日　　時 場　　所
6月27日㈭ 午後7時～ 丹生川支所 防災集会室

     28日㈮ 午後7時～ 市民文化会館 3-11講堂

7月 1日㈪ 午後7時～ 清見支所 大会議室

問合 火葬場建設推進室　☎57-7755


